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   別添１ 従来の実施状況に関する情報の開示 

   別添２ 科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領 

   別添３ 業務の期限・期間等一覧表 

 

   別紙様式１ 「選定結果」 

   別紙様式２ 「採択・不採択通知」 

   別紙様式３ 「中間フォロー調査報告書」 

   別紙様式４ 「委託費の額の確認調査報告書」 

   別紙様式５ 「進捗管理状況報告書」 

   別紙様式６ 「月間進捗状況報告書」及び「課題別月間進捗一覧表」 

   別紙様式７ 「①業務の実施状況に関する調査票」 

         「②採択課題の進捗管理業務に係るアンケート調査票【研究実施機関】」 

         「③採択課題の進捗管理業務に係るアンケート調査票【PD・PO】」 

   別紙様式８ 「提案書類作成要領」 
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１．趣旨 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号。以下「法」と

いう。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益

を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施

について透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、

国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。 

 上記を踏まえ、文部科学省は、公共サービス改革基本方針（平成 26 年 7月 11 日閣議決定）

別表において民間競争入札の対象として選定された「研究開発推進事業等の実施に係る調査分

析（研究プロジェクトの実施に係る調査・分析業務（一般会計））」（以下「本業務」という。）

について、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項（以下「実施要項」と

いう。）を定めるものとする。なお、本業務の実施に当たっては、その重要性に鑑み、公正か

つ適正に実施しなければならないものとする本業務全般の政策目標に十分配慮するものとす

る。 

 

２．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質に関する事項 

（１）対象公共サービスの詳細な内容 

イ) 本業務の目的 

原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ（以下、「原子力イニシアティブ公募事業」とす

る。）を実施するに当たり、市場のニーズ、採択課題の実施状況の把握、調査能力・管理

能力に優れた者に以下の業務を委託することにより、本事業をより効果的・効率的・経済

的に実施することを目的とする。民間事業者は、以下の業務を通じて、原子力イニシアテ

ィブ公募事業の在り方や、問題点等を抽出し、分析・考察を行うなどの調査分析を行うこ

ととする。 

① 本公募事業の制度と運用について統括する研究経歴のある高い地位の責任者であ

るプログラムディレクター（ＰＤ）及び課題の選定、評価、進捗管理等を行う研

究経歴のある責任者であるプログラムオフィサー（ＰＯ）の設置        【２．（１）

ロ）①ＰＤ及びＰＯの設置】 

② 研究テーマ等の策定、課題の公募              【２．（１）ロ）②公募の実施等】 

③ 外部有識者による委員会等による課題の審査、選定等【２．（１）ロ）③審査・選

定等】 

④ 採択課題について事業面・経理面での進捗管理等  【２．（１）ロ）④進捗管理等】 

⑤ 外部有識者による採択課題の評価の実施                【２．（１）ロ）⑤評価】 

⑥ 採択課題の成果の公表                    【２．（１）ロ）⑥成果報告会の実施】 

⑦ 公募事業の実施に当たり必要となる情報の把握等 

          【２．（１）ロ）⑦個別調査及び分析】 

⑧ その他                                            【２．（１）ロ）⑧その他】 

 

    

    

【参考１】原子力イニシアティブ公募事業の趣旨等 

  原子力政策大綱に示された原子力の研究開発利用に関する政策の基本方針に則り、行政ニ

ーズを踏まえた基礎的・基盤的研究を推進してきた原子力試験研究費制度を、より開かれた

競争的な制度に改革するとともに、政策ニーズを明確にした戦略的なプログラム・テーマを

- 3 -



 
 

設定し、重点化を図る観点から、新たな競争的資金として平成２０年度に立ち上げた事業で

ある。 

   平成 26 年度は、東京電力福島第一原子力発電所事故によって新たに顕在化した課題の

早期解決に資する基礎的・基盤的研究活動を対象とした次のプログラムを実施している。 

   【戦略的原子力共同研究プログラム】 

    ・原子力利用に係る安全性向上のための基礎基盤研究 

   【復興対策基礎基盤研究プログラム】 

    ・放射線影響・低減に係る基礎基盤研究 

   【日英原子力共同研究プログラム】 

    ・シビアアクシデント分析共同研究 

    ・環境安全性共同研究 

 

   さらに、平成 27 年度からは上記に加え、次のプログラム等を実施することとしている。 

   【国際協力による福島復興加速化研究プログラム（仮称）】 

・国際共同研究（仮） 

・国内研究（仮） 

  

ロ) 本業務の内容 

以下、①から⑥に示す業務を通じて、本公募事業のあり方や、問題点等を抽出するとともに、

⑦において個別調査及び本公募事業の効果的・効率的・経済的な実施に資する総合分析を行う

こと。 

① ＰＤ及びＰＯの設置 

  a. ＰＤの設置 

    民間事業者は、本公募事業の制度と運用について統括する研究経歴のある高い地位の責

任者であるプログラムディレクター（ＰＤ）を設置（１名。ＰＯとの兼任不可。）するこ

と。ＰＤは２．（１）イ）②から⑧に関する事項について統括するものであり、具体的な

ＰＤの関与は２．（１）ロ）b.から⑧c.に示す。 

   民間事業者は前年度のＰＤ（別添１「従来の実施におけるＰＤ・ＰＯ、審査委員等」参

照）及び本公募事業の趣旨等（上記イ）【参考１】参照）を踏まえつつ、適任者の調査等

を行い、候補者の氏名、経歴、適任者である理由を記載した候補者リストを作成し、文部

科学省に提出すること。 

   また、民間事業者は、文部科学省が指定した者に対して民間事業者において委嘱等を行

い、ＰＤとして設置すること。 

 

b.ＰＯの設置 

    民間事業者は、課題の選定、評価、進捗管理等を行う研究経歴のある責任者であるプロ

グラムオフィサー（ＰＯ）を設置（３～５名程度。ＰＤとの兼任不可。）すること。ＰＯ

はＰＤの指示のもと２．（１）イ）②から⑧に関する事項について担当するものであり、

具体的なＰＯの関与は２．（１）ロ）②から⑧c.に示す。 

   民間事業者は前年度のＰＯ（別添１「従来の実施におけるＰＤ・ＰＯ、審査委員等」参

照）及び本公募事業の趣旨等（上記イ）【参考１】参照）を踏まえつつ、適任者の調査等

を行い、候補者の氏名、経歴、適任者である理由を記載した候補者リストを作成し、ＰＤ

に郵送若しくはメールにて送付し、了承を得た上で、文部科学省に提出すること。 

   また、民間事業者は、文部科学省が指定した者に対して民間事業者において委嘱等を行
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い、ＰＯとして設置すること。 

   なお、民間事業者は、研究テーマの創設、終了等があった場合には、業務の関与の開始・

終了を踏まえ、文部科学省と協議しつつＰＯの設置や廃止等を行うこと。 

  c. ＰＤ及びＰＯへの報酬等の支払 

   民間事業者は、ＰＤ及びＰＯの実施する業務に対し支払うべき報酬、旅費を、あらかじ

め文部科学省の同意を得た民間事業者の規定に従って支払うこととする。 

  d. ＰＤ・ＰＯ会議の開催 

   民間事業者は、公募方針及び公募要領の決定（②a.）、採択課題の選定リストの決定（③

g.）・評価（⑤e.）のほか、採択課題の計画変更等、本公募事業を効果的・効率的・経済

的に推進する上でＰＤが必要と判断する場合は、ＰＤ、ＰＯ及び文部科学省が出席するＰ

Ｄ・ＰＯ会議（非公開）を開催する。 

   民間事業者は、開催に当たり、事務局としてＰＤ、ＰＯ及び文部科学省と協議・調整の

上、議案の作成、会場設営、配付資料の作成・印刷、開催日程や出席者への連絡等、会議

開催に必要となる準備・調整を実施し、会議を運営する。会議終了後、議事要旨及び審査

過程の記録を作成し、文部科学省に提出すること。 

 

② 公募の実施等 

a. 公募方針及び公募要領の決定 

民間事業者は、本公募事業の趣旨等（上記イ）【参考１】参照）、「エネルギー基本計画

（平成 26年 4月閣議決定）」に留意しつつ、優れた多くの提案がなされるよう配慮して文

部科学省が別途示す「公募方針及び公募要領（文部科学省案）」を基に、「公募方針及び公

募要領（協議・調整終了案）」を作成し、ＰＤ、ＰＯ及び文部科学省に郵送又はメールに

て提出すること。なお、作成は、ＰＤ及び文部科学省と協議・調整しながら実施すること。 

民間事業者は、完成した「公募方針及び公募要領（協議・調整終了案）」を、ＰＤ・Ｐ

Ｏ会議（非公開）に諮り、議決を得ること。 

また、民間事業者は、ＰＤ・ＰＯ会議の実施及び実施に当たり必要となる準備・調整を

実施すること。 

民間事業者は、ＰＤ・ＰＯ会議で公募方針に対する意見が出た場合には、本公募方針及

び公募要領の修正等に係る協議・調整等の一切の業務を実施して「公募方針及び公募要領

（議決版）」を作成し、文部科学省に提出するとともにＰＤ及びＰＯに送付すること。 

 

b. 公募の実施 

公募方針について、ＰＤ・ＰＯ会議の議決が得られた後、民間事業者は、公募要領を民

間事業者が開設する本公募事業のホームページ（注）に掲載（公募の実施）を行うととも

に、より効果的・効率的な告知手法等の調査を実施し、工夫した告知等を行うこと。 

民間事業者は、告知等を行った後には外部からの問合せの対応を行うとともに、必要に

応じて当該問合せ内容を本公募事業のホームページに追加掲載などを行うことを通じて

開示すること。 

  （注）本公募事業のホームページについては「２．（１）ロ）⑧その他・本公募事業のホ

ームページについて」を参照のこと。 

 

c. 提案書類の受付 

   民間事業者は、提案書類を府省共通研究開発管理システム （以下、「e-Rad」とする。） 

(注)により受け付けを行い、提案書類が公募要領に沿った提案となっているか否か、様式

の不備や不足などがないかなどの形式的なチェックを行うこと。 
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民間事業者は、応募のあった提案書類の紙媒体、電子媒体及び応募機関、応募課題名、

書類の不備・不足の有無等を記載した一覧表を作成し、文部科学省に提出するとともにＰ

Ｄ及びＰＯに送付すること。 

（注）文部科学省は民間事業者に対してe-Radの操作権限を与える。e-Radについては「２．

（１）ロ）⑧その他・e-Rad の運用について」を参照のこと。 

 

③ 審査・選定 

a. 審査委員の設置 

   民間事業者は、前年度の審査委員（別添１「６ 従来の実施におけるＰＤ・ＰＯ、審査

委員等」参照）及び本公募事業の趣旨等（上記イ）【参考１】参照）を踏まえつつ、公平

性・競争性・透明性に留意して適任者の調査等を行い、研究テーマ毎に候補者リスト（4

～5 名程度/1 テーマ。※テーマ数は未定。これまでの実績は、２～７テーマ。）をＰＯの

了承を得た上で、文部科学省に提出すること。 

また、民間事業者は、文部科学省が指定した者に対して、民間事業者において委嘱等を

行い、審査委員として設置すること。 

   

b. 審査基準（方針）及び採点表の作成    

民間事業者は、本公募事業の趣旨等（上記イ）【参考１】参照）、公募方針及び公募要領

等を踏まえつつ、より効果的・効率的な審査方法等の調査を行い、審査基準（方針）を定

め、採点表の案を作成し、研究テーマ毎に設置されたＰＯの了解を得た上で、文部科学省

に提出すること。 

   また、本審査基準（方針）には審査委員と提案者との間に利害関係等があった場合にお

ける対処を盛り込むこと。 

 

c. 審査委員会準備 

   民間事業者は審査委員会の開催に先立ち、審査委員、文部科学省、研究テーマのＰＯ及

びＰＤに対して審査基準（方針）、採点表、提案書類、審査委員が審査に資する関連資料

（審査委員が審査しやすいように応募内容を取りまとめた資料）を送付し、必要に応じて

説明等を行うこと。 

   また、議案の作成、会場設営、配付資料の作成・印刷、開催日程や出席者への連絡等、

会議開催に必要となる準備・調整を実施し、会議を運営すること。 

 

d. 審査委員会 

民間事業者は、研究テーマのＰＯ、審査委員、文部科学省及び応募者が出席する審査委

員会（非公開）を開催すること。審査委員会は効率的・効果的な実施の観点で複数回実施

する（一次審査：書面、二次審査：ヒアリング等）ことも可とする。 

なお、審査委員会において、審査委員は提案課題毎に採点表を用いて審査を行い、研究

テーマのＰＯ及び文部科学省は当該審査に資する質疑等を行うものである。 

 

e. 審査委員への謝金等の支払 

   民間事業者は、審査委員に対し支払うべき審査謝金、旅費を、あらかじめ文部科学省の

同意を得た民間事業者の規定に従って支払うこととする。 

f. 審査結果の取りまとめ等 

   民間事業者は、採点表、これを取りまとめた採点一覧、議事要旨及び審査過程の記録を

作成し文部科学省に提出するとともにＰＤ及びＰＯに送付すること。 
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g. ＰＤ・ＰＯ会議での採択課題の選定リストの決定 

   民間事業者は、文部科学省と協議しつつ採択課題の選定結果（案）を作成し、ＰＤ・Ｐ

Ｏ会議（非公開）の議決を得ること。 

   また、民間事業者は、ＰＤ・ＰＯ会議の実施及び実施に当たり必要となる準備・調整を

実施すること。 

民間事業者は、ＰＤ・ＰＯ会議（非公開）において採択課題が選定された後に、必要に

応じてＰＤ、ＰＯや審査委員と調整しつつ、選定結果（別紙様式１）を文部科学省に提出

すること。 

 

   なお、平成 27 年度から実施する【国際協力による福島復興加速化研究プログラム（仮

称）】のうち、英国を始めとする諸外国（以下、それぞれの国を「相手国」という。）と

共同研究の実施を予定している国際共同研究に係るプログラム（以下「国際共同研究に係

るプログラム」という。）については、日本側としての採択候補課題の選定との位置づけ

で、③a.～f.の手続きを実施する。その後、採択課題の選定に当たって、i.に記載する相

手国との間で実施予定の審査に係る手続き（合同審査委員会の実施等）を行い、文部科学

省に取りまとめ案を報告し、h.に記載する通知等を行う。 

 

h. 採択課題の通知等 

   民間事業者は、文部科学省が採択課題の選定結果を踏まえて採択課題を決定（原子力イ

ニシアティブ公募事業として 18 課題程度）し、文部科学省のホームページに公表したペ

ージについて、民間事業者が開設する本公募事業のホームページにおいて、この公表結果

のホームページへのリンクを行うこと。 

 

その後、民間事業者は、各応募者に対して採択・不採択通知（別紙様式２）を送付する

こと。 

 

 

i.国際共同研究に係るプログラムにおける合同審査委員会の実施等 

  民間事業者は、国際共同研究に係るプログラムにおいて、g.のなお書きにより選定し

た日本側としての採択候補課題について評価し採択課題を選定するための、相手国との

合同審査委員会の実施等に関し、以下の手続きを行うこと。 

  ・民間事業者は、日本側の合同審査委員について、本公募事業の趣旨等（上記イ）【参

考１】参照）を踏まえつつ、公平性・競争性・透明性に留意して適任者の調査等を

行い、研究テーマ毎に候補者の氏名、経歴、適任者である理由を記載した候補者リ

スト（4～5名程度/1テーマ。※テーマ数は未定。）をＰＯの了承を得た上で、文部

科学省に提出し、文部科学省が指定した者に対して、民間事業者において委嘱等を

行い、日本側の合同審査委員として設置すること。 

  ・民間事業者は、合同審査委員会の開催に先立ち、文部科学省が指定する相手国側の

窓口、日本側の合同審査委員、文部科学省、研究テーマのＰＯ及びＰＤに対して合

同審査委員会における提案書類、合同審査委員が審査に資する関連資料（合同審査

委員が審査しやすいように応募内容を取りまとめた資料）等を送付し、必要に応じ

て説明等を行うこと。また、議案の作成、会場設営、配付資料の作成・印刷、開催

日程や出席者への連絡等、会議開催に必要となる準備・調整を実施し、会議を運営

すること。なお、相手国との調整にあたり、相手国側の窓口が日本語が通じない場
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合には、英語を用いること。 

  ・民間事業者は、文部科学省が指定する相手国側の窓口と日時・場所・次第等を調整

し、相手国の関係者、日本側の研究テーマのＰＯ、審査委員、文部科学省及び応募

者が出席する合同審査委員会（非公開）を開催すること。なお、合同審査委員会に

おいて、合同審査委員は審査を行い、相手国の関係者、日本側の研究テーマのＰＯ

及び文部科学省は当該審査に資する質疑等を行うものであり、合同審査委員会は、

原則、英語で行うものとする。 

  ・民間事業者は、合同審査委員に対し支払うべき審査謝金、旅費を、あらかじめ文部

科学省の同意を得た民間事業者の規定に従って支払うこととする。 

  ・民間事業者は、合同審査委員会における審査結果、これを取りまとめた一覧、議事

要旨及び審査過程の記録を作成し、文部科学省に提出するとともにＰＤ及びＰＯに

送付すること。 

  ・その他、合同審査の過程において、必要に応じて資料の翻訳や通訳等の必要な庶務

を行うこと。 

 

④ 進捗管理等 

    

民間事業者は、「科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要

領」（別添２参照。以下、「委託要領」という。）及び採択課題の委託契約の内容を十分に把

握した上で、以下の a. から g. に示す進捗管理や状況の把握・調査等を行い、当該委託契

約が効果的・効率的・経済的に行われるよう努めること。 

なお、本公募事業の採択課題は文部科学省と採択課題実施機関との間で委託要領に基づき

委託契約として締結されるものである 

  

a. 採択課題の担当ＰＯ 

   民間事業者は、採択課題の研究内容及び設置しているＰＯの経歴や担当させる課題数を

踏まえ、各採択課題の進捗管理や状況の把握・調査等を行う担当ＰＯを決定し、担当ＰＯ

リストを文部科学省に提出するとともにＰＤに送付すること。 

    

b. 採択課題の契約締結必要書類の提出依頼等 

民間事業者は採択課題実施機関に対して、本委託要領や他制度での状況等を調査し、契

約締結が円滑に行えるような工夫をしつつ、委託要領に従った必要書類を提出するよう依

頼すること。 

民間事業者は、提出された書類について、委託要領に沿った記載がされているか、経済

的・効率的な経費の積算が行われているか、提案書類及び審査結果に沿った事業計画が作

成されているかなどの確認を行い、修正等が必要な場合にはこれを行った上で、文部科学

省に提出すること。 

（参考：対象採択課題数（別添１「７ 進捗管理を行う対象となる課題件数」参照）） 

   原子力イニシアティブ公募事業（27年度契約 31課題程度、28年度契約 26 課題程度） 

 

c. 契約締結支援事務 

  民間事業者は、採択課題実施機関から提出された書類の内容について、文部科学省より

内容確認や修正の指示等があった場合には、採択課題実施機関に照会をするなど、契約締

結を行える内容となるまで調整を行うこと。 

また、必要書類が整い、文部科学省と採択課題実施機関との間で契約締結を行う段階に
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なった際には、民間事業者は契約書の取り交わしに係る、契約書の印刷製本、採択課題実

施機関への押印指示・送付及び回収等、支援事務を行うこと。 

 

d. 進捗管理 

   採択課題実施機関は、委託契約書の規定に基づき、必要に応じて委託要領に定める書類

を文部科学省に提出する必要があるが、民間事業者は、採択課題実施機関が提出するこれ

ら書類の授受窓口、内容確認及び文部科学省への提出などの一連の業務を行う。 

   なお、民間事業者は、採択課題実施機関に対して委託要領の内容説明、経理処理の指導

やこれらを取りまとめたマニュアルの作成・配布などを行い、委託契約が効果的・効率的・

経済的に実施されるよう工夫すること。 

   （参考：対象採択課題数（別添１「７ 進捗管理を行う対象となる課題件数」参照）） 

   （原子力イニシアティブ公募事業については、平成 27 年度に実施する継続採択課題 13

課題程度、新規採択課題 18 課題程度） 

    委託要領に定める書類のうち、委託業務実績報告書は「f. 前年度の委託契約額の確

認調査」、委託業務成果報告書は「g. 委託業務成果報告書」も参照のこと。 

    

e. 中間フォローの実施 

   民間事業者は採択課題について、当該課題のより効果的な実施のために担当ＰＯととも

に、現地調査等による中間フォローを実施すること。中間フォローに先立って、民間事業

者は担当ＰＯと協議をし、聞き取り項目を策定し、当該項目に従って研究の実施状況や研

究推進上の問題点等に係る調査（原則１課題当たり１回）を実施すること。 

   民間事業者は採択課題毎に中間フォロー調査報告書（別紙様式３）を作成し、文部科学

省に提出するとともにＰＤ及びＰＯに送付すること。 

   （参考：対象採択課題数（別添１「７ 進捗管理を行う対象となる課題件数」参照） 

   原子力イニシアティブ公募事業（平成 27 年度に実施する継続採択課題 13課題程度、新

規採択課題 18課題程度） 

 

f. 前年度の委託契約額の確認調査 

    

民間事業者は、文部科学省と協議をしつつ、採択課題実施機関に対して額の確認調査の

実施日程及び内容を調整し、額の確認調査日程表（案）を文部科学省に提出した上で、現

地にて額の確定調査を実施すること。額の確認調査とは、前年度の委託契約（平成 26 年

度に実施された 26 課題程度）（別添１「７ 進捗管理を行う対象となる課題件数」参照）

が委託契約書の内容に沿って、効果的・効率的・経済的に実施されたか否か、委託業務実

績報告書の内容に誤り等がないかを確認するものである。 

 

   具体的な業務は下記のとおりである。民間事業者は、日程調整の際に採択課題実施機関

に対して委託要領に定める経理書類を準備するとともに、事業面での状況説明を行うよう

に依頼すること。 

 民間事業者は、額の確認調査を実施した後に報告書（別紙様式４）を文部科学省に提出

すること。なお、額の確認調査の際に疑義や問題等が発生した場合には、それらの状況等

を整理した上で文部科学省に対して速やかに報告・協議を行い、対応に関する指示等を受

け、採択課題実施機関に対して必要な調整等を行うこと。 

文部科学省は、別紙様式４の提出を受けた後に委託業務実績報告書等の内容審査を行っ

た上で、採択課題機関宛てへの額の確定通知を作成し、民間事業者に送付するので、民間
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事業者は採択課題実施機関に送付すること。なお、委託業務実績報告書等の内容等に関す

る質問や修正依頼等がある場合には、それを民間事業者に連絡をするので、民間事業者は、

採択課題実施機関と必要な調整を行うこと。 

 

g. 委託業務成果報告書 

民間事業者は、採択課題実施機関から提出された委託業務成果報告書（平成 26 年度に

実施された課題について、26課題程度）（別添１「７ 進捗管理を行う対象となる課題件

数」参照）について、d. から f. の結果等を踏まえ、内容に誤り等がないかを確認する

とともに、採択課題のＰＯに送付し、意見等を求め、必要に応じて採択課題実施機関と協

議をしつつ修正等を行い、文部科学省に対して委託業務成果報告書を提出すること。なお、

委託業務成果報告書の内容等に関する質問や修正依頼等がある場合には、それを民間事業

者に連絡をするので、民間事業者は、採択課題実施機関と必要な調整を行うこと。 

 

⑤ 評価 

a. 事後評価の評価委員の設置 

   民間事業者は、前年度の評価委員（別添１「６ 従来の実施におけるＰＤ・ＰＯ、審査

委員等」参照）、本公募事業の趣旨等（上記イ）【参考１】参照）及び評価対象の採択課題

（平成 26 年度に終了した課題について 13 課題）（別添１「７ 進捗管理を行う対象とな

る課題件数」参照）を踏まえつつ、公平性・競争性・透明性に留意して適任者の調査等を

行い、候補者リスト（４～６名程度／１テーマ×３テーマ）を研究テーマのＰＯの了承を

得た上で、文部科学省に提出すること。 

また、民間事業者は、文部科学省が指定した者に対して、委嘱等を行い、民間事業者に

おいて評価委員として設置すること。 

 

b. 事後評価基準（方針）及び採点表の作成 

民間事業者は、本公募事業の趣旨等（上記イ）【参考１】参照）及び評価対象の採択課

題（平成 26 年度に終了した課題について、13 課題）（別添１「７ 進捗管理を行う対象

となる課題件数」参照）を踏まえつつ、より効果的・効率的な評価方法等の調査を行い、

事後評価基準及び採点表の案を作成し、研究テーマ毎に設置されたＰＯの了解を得た上で、

文部科学省に提出すること。 

   また、本事後評価基準には評価委員と提案者との間に利害関係等があった場合における

対処を盛り込むこと。 

 

c. 事後評価資料の作成及び出席依頼 

   民間事業者は、採択課題実施機関に対して事後評価用の資料の作成及び出席依頼を行う

こと。 

なお、研究に支障を来さないことを念頭に置き、事後評価用の資料は極力、委託業務実

績報告書や委託業務成果報告書などを活用すること。 

 

d. 事後評価委員会準備 

   民間事業者は事後評価委員会の開催に先立ち、評価委員、文部科学省及び研究テーマの

ＰＯに対して事後評価基準、評価資料を送付し、必要に応じて説明等を行うこと。 

    

e. 事後評価委員会 

民間事業者は、研究テーマのＰＯ、評価委員、文部科学省及び評価対象の採択課題実施
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機関が出席する事後評価委員会（非公開）を開催すること。 

なお、事後評価委員会において、評価委員は採択課題毎に採点表を用いて評価を行い、

研究テーマのＰＯ及び文部科学省は当該評価に資する質疑等を行うものである。 

 

f. 事後評価結果の取りまとめ等 

   民間事業者は、採点表、これを取りまとめた採点一覧、議事要旨及び評価過程の記録を

ＰＤ、ＰＯ及び文部科学省に提出すること。 

 

g. ＰＤ・ＰＯ会議での事後評価結果の報告 

   民間事業者は f. により作成した採点表、採点一覧及び議事録をＰＤ・ＰＯ会議（非公

開）に提出し、出席したＰＤ、ＰＯから当該評価に関する意見や、本公募制度に関する意

見を受けること。 

 

  h.評価委員等への謝金等の支払い 

   民間事業者は、評価委員に対し支払うべき審査謝金、旅費及び、事後評価対象の採択課

題実施機関の説明者（採択課題１件につき１名に限る。）の旅費を、あらかじめ文部科学

省の同意を得た民間事業者の規定に従って支払うこととする。 

 

i.評価結果のホームページでの公表 

   民間事業者は事後評価結果をホームページに公表するとともに、文部科学省に対してそ

の旨を報告すること。 

 

⑥  成果報告会の実施 

a. 成果報告会の開催準備  

   民間事業者は本公募事業の趣旨等（上記イ）【参考１】参照）、採択課題の実施結果及び

過去の成果報告会の内容を踏まえつつ、調査を行い、本公募事業の成果がより広く社会に

還元されるような工夫をした上で成果報告会の報告者（26 年度までに終了した課題のう

ち５課題程度）・開催日時・開催場所などを纏めた成果報告会の開催案を、ＰＤに諮った

上で、文部科学省に提出すること。 

 

b. 成果報告会の資料作成及び出席依頼 

   民間事業者は、報告者に対して成果報告会における発表資料の作成及び出席依頼を行う

こと。 

 

c. 成果報告会の開催 

民間事業者は開催案にしたがって一般公開での成果報告会を開催すること。なお、民間

事業者は、開催に当たって、より効果的・効率的な告知手法等の調査を実施し、工夫した

告知等を行うこと。 

また、民間事業者は今後の参考とするために、調査等を行い、設問項目を定め、成果報

告会に参加した者から、本公募事業の運営全般に関するアンケート調査を実施すること。 

 

d. 報告者等への旅費等の支払 

民間事業者は、報告者（採択課題１件につき１名に限る。）に対し支払うべき旅費（別

途、講演等を依頼する場合は講演者に対する謝金及び旅費）を、あらかじめ文部科学

省の同意を得た民間事業者の規定に従って支払うこととする。 
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e. 成果報告会の開催結果取りまとめ 

   民間事業者は成果報告会の実施概要や参加者数、アンケート結果等を分析した報告書を

作成し、文部科学省に提出するとともにＰＤ及びＰＯに送付すること。 

 

⑦ 個別調査及び分析 

民間事業者は、以下の a. から c. に示す調査を実施し、この調査結果と①から⑥までの

業務について、今後のあり方や問題点を抽出し、本公募制度の今後のより効果的・効率的な

実施の観点で、総合的な分析をした報告書を作成し、文部科学省に提出するとともにＰＤ及

びＰＯに送付すること。  

a. ニーズ調査 

   民間事業者は国立大学法人、独立行政法人及び民間機関等（５機関以上）に対して、今

後、どのような研究テーマを望むのか等について、書面によるアンケート調査又は現地に

て調査を実施すること。 

    

b. 競争的資金制度調査 

   民間事業者は他の競争的資金制度（５制度以上）と本公募制度の対比の調査を行うこと。 

 

c. フォローアップ調査 

   民間事業者は過去に本公募事業により受託を受けた採択課題実施機関（１０機関以上）

に対して、採択課題の現状などについて書面によるアンケート調査又は現地調査等を実施

すること。 

   

⑧ その他 

a. e-Rad の運用について 

   e-Rad とは競争的資金制度を中心として研究開発管理に係る一連のプロセス（応募受付

→審査→採択→採択課題管理→成果報告等）をオンライン化する府省横断的なシステムで

あり、本公募事業も当該システムを用いて行う。詳細は e-Rad のホームページ

（http://www.e-rad.go.jp/index.html）を参照のこと。 

 

b. 本公募事業のホームページについて 

   民間事業者は、公募要領、委託要領、採択結果、評価結果、本公募事業や委託契約に関

するＱ&Ａや問合せ窓口等を掲載したホームページを新たに開設すること。 

 

c. 採択課題の進捗管理状況報告書の提出について 

民間事業者は採択課題毎に１年間の２．（１）ロ）④進捗管理等の状況を取りまとめた

報告書（別紙様式５）を作成し、文部科学省に提出するとともにＰＤ及びＰＯに送付する

こと。 

 

d. 年間業務計画の作成等について 

   民間事業者は、２．（１）ロ）①から⑧ c. までの業務の期限・期間等について別添３

を遵守すること。民間事業者はこれを踏まえ、年間業務計画を作成し、文部科学省に提出

すること。また、民間事業者は、この年間業務計画の進捗状況等を別紙様式５及び月間進

捗状況報告書（別紙様式６）を作成し、毎月１回文部科学省に対して報告するミーティン

グを実施するとともに、計画遅延等がある事項については対応方針を示すこと。 

- 12 -



 
 

 

e. 業務の実施状況に関する評価に必要な調査等の実施 

   民間事業者は、本業務の実施状況について、その評価が的確に実施されるために必要な

情報を収集し、文部科学省に報告すること。 

   （ⅰ）別添３により求められる業務の実施及び書類の提出期限を遵守できたかについて、

業務の実施状況に関する調査票（別紙様式７①）により文部科学省に報告する。 

   （ⅱ）採択課題の進捗管理について、公募説明会や契約時の手続における説明等、民間

事業者の対応方法が適切であったか、平成 27 年度に実施する業務の全ての対象採択

課題（３１課題程度）の実施機関に対してアンケート（別紙様式７②）を実施し、回

答を集計したうえ、回収したアンケート用紙とともに文部科学省に報告する。） 

   （ⅲ）ＰＤ・ＰＯが研究プログラムの統括・進捗管理を行う上で公募事業をより効率的・

効果的・経済的に実施する観点で、民間事業者が適切な業務の連携・フォローを実施

できたか、ＰＤ・ＰＯ全員に対してアンケート（別紙様式７③）を実施し、回答を集

計した上で回収したアンケート用紙とともに文部科学省に報告する。 

 

f. その他 

   文部科学省が予算要求やその他執行状況等を把握するために、本公募事業に関する資料

作成、提供を随時依頼する。民間事業者はこれに従い対応をすること。 

 

 ハ）その他 

 ①業務を実施する上で必要とされる従業員の資質 

本業務を実施する従業員は、業務全体を統括する業務実施責任者のほか、実務を担当する

従業員として公募事業の研究テーマの策定や審査、採択課題の研究進捗管理や研究成果の

評価等の研究内容に関係する業務に従事する研究管理担当者と、採択課題の契約時におけ

る契約締結必要書類や経費の積算に関する精査、額の確認調査における支出帳簿等の精査

等の経理に関係する研究経理担当者と、業務全体の進捗管理や上記担当者の所掌に属さな

い業務に従事する総合調整担当者の大きく３つの種類の従業員が必要とされる。そのため、

本業務を実施する従業員に求められる資質については、以下のとおりとする。 

 業務実施責任者：業務全般を指揮し、従業員の業務実施状況を監督する立場である責任

者として相応の従業員とし、常勤職員１名を配置すること。 

 総合調整担当者：年間業務計画や業務進捗管理、会議等開催運営、調査分析業務を担当

する者であるため、これらに類する業務に少なくとも１年以上従事し

た経験を有する者で業務遂行能力があると認められる者を、従業員の

うち、少なくとも１名以上は配置することとし、うち１名以上は業務

を総括する担当者で常勤職員とすること。また、国際共同研究に係る

プログラムにおける合同審査委員会の実施について、日本語の通じな

い可能性のある相手国側の窓口との間でも英語を用いて支障なく調

整でき、かつ、必要に応じて通訳等に補助をさせて合同審査委員会を

英語で運営できる程度の英語能力を有する者を少なくとも１名以上

は配置すること。 

 研究管理担当者：研究に関して用いられる専門用語が理解でき、研究方法の妥当性が判

断できるなど、大学、研究所等において研究業務に従事する研究実施
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担当者と同等の知識を有する者で業務遂行能力があると認められる

者を、従業員のうち、少なくとも２名以上は配置することとし、うち

１名以上は業務を総括する担当者で常勤職員とすること。 

 研究経理担当者：法人等の財務・経理に関する業務におおむね２年程度従事した経験を

有する者又は同等の知識を有する者で業務遂行能力があると認めら

れる者を、従業員のうち、少なくとも２名以上は配置することとし、

うち１名以上は業務を総括する担当者で常勤職員とすること。 

   （注）総括担当者は、担当従業員を指揮し、担当業務を総括管理することができる相応

の役職の従業員とすること。 

 ②民間事業者業務の引継ぎ 

  a.現行の事業者からの引継ぎ 

   民間事業者は、本業務が適正かつ円滑に実施できるよう現行の事業者から本業務の開始

日までに業務内容を明らかにした書類等により、引継ぎを受けなければならない。 

   文部科学省は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、現行の事業者及び民間事業者に対

して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 

  b.本業務終了の際に民間事業者の変更が生じた際の引継ぎ 

   本業務の終了に伴い民間事業者が変更となる場合には、民間事業者は、当該業務の開始

日までに、業務内容を明らかにした書類等により、次回の事業者に対し、引継ぎを行うも

のとする。なお、その際の事務引き継ぎに必要となる経費は民間事業者の負担とする。 

   文部科学省は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう民間事業者及び次回の事業者に対し

て必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 

 ③成果報告書の提出 

   民間事業者は、２．（１）ロ）に記載された業務を実施した結果を業務項目ごとに整理

し、必要な考察を加えた上で成果報告書（印刷製本したもの１０部及び CD-R 等電子記憶

媒体に word 形式により格納されたもの３枚）を作成し、文部科学省に提出すること。 

   なお、提出期限は本業務が完了した日（業務が中止又は廃止されたときは、その日）か

ら起算して６０日以内とする。 

 

（２）対象公共サービスの実施に当たり確保されるべきサービスの質 

 イ）委託業務の内容（２．（１）ロ）に記載された業務について 

①業務計画に沿って業務が着実に実施されること 

  別添３により求められる業務の実施及び書類提出の期限を遵守できたかについて、業務

の実施状況に関する調査票（別紙様式７①）により調査し、遅滞なく実施できた又はおお

むね遅滞なく実施できた割合が全項目数に対して 60％以上であること。 

 

②業務の実施に当たり採択課題実施機関に対して適切に対応すること 

  採択課題の実施機関に対して実施する採択課題の進捗管理業務に係るアンケート（別紙

様式７②）において、公募説明会や契約時の手続における説明等、受託者の対応方法が適

切であったか、といった点について、適切又はおおむね適切との回答の割合が全回答数に

対して 60％以上であること。 
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③業務の実施に当たりＰＤ・ＰＯとの連携・フォローを適切に実施すること 

  ＰＤ・ＰＯに対して実施する採択課題の進捗管理業務に係るアンケート（別紙様式７③）

において、ＰＤ・ＰＯが研究プログラムの統括・進捗管理を行う上で公募事業をより効率

的・効果的・経済的に実施する観点で適切な業務の連携・フォローができたかどうかとい

った点について、適切又はおおむね適切との回答の割合が全回答数に対して 60％以上で

あること。 

 

 

 

（３）創意工夫の可能性 

本業務を実施するに当たっては、民間事業者の創意工夫を反映し、公共サービスの質の向

上（包括的な質の向上、効率の向上、経費の削減等）に努めるものとする。 

 

（４）契約の形態及び支払 

①契約の形態は、精算条項を付した委託契約とする。 

②民間事業者は、業務が完了したときは委託業務完了届を文部科学省に提出し、業務完了の

日から 30 日を経過した日又は翌会計年度の４月 10 日のいずれか早い日までに委託業務実

績報告書を文部科学省に提出する。 

③文部科学省は委託業務実績報告書の提出を受けたとき、本業務が契約の内容及びこれに付

した条件に適合するものであるかを調査する。 

調査の結果、その内容が適正であると認められるときは、当該業務に要した実支出額と契

約金額を比較し、いずれか低い金額により委託費の額を確定し、民間事業者に通知する。 

④民間事業者は、③の通知後速やかに、確定した委託費の額を請求額とする精算払請求書を

文部科学省に提出する。 

⑤民間事業者は、文部科学省が必要と認めるときは、概算払請求書を文部科学省に提出し、

業務を完了する前において委託費の全部又は一部を概算で請求することができる。この場

合において、既に支払を受けた委託費が③の委託費の確定額を超過する場合、その超過額

を文部科学省の指示する期限までに国庫に返納しなければならない。 

⑥文部科学省は、適法な請求書を受理してから 30日以内に委託費を支払う。 

⑦委託費は、業務の開始以降のサービスの提供に対して支払われるものであり、民間事業者

が行う引継ぎや準備行為等に対して民間事業者に発生した費用は、民間事業者の負担とす

る。 

 

（５）法令変更による増加費用及び損害の負担 

  法令の変更により民間事業者に生じた不合理な増加費用及び損害は、原則として①から③

に該当し、財源措置がされた場合においては、文部科学省が負担し、それ以外の法令変更に

ついては民間事業者が負担する。 

  ①本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設 

  ②消費税その他類似の税制度の新設・変更（税率の変更含む） 

  ③上記①及び②のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の新設・変

更（税率の変更含む） 
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３．実施期間に関する事項 

 当該業務の実施期間は、平成 27年４月１日から平成 28 年３月 31 日までとする。 

 

４．入札参加資格に関する事項 

（１）法第 15 条において準用する法第 10 条各号（第 11 号を除く。）に該当する者でない

こと。 

（２）予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165 号）第 70 条及び第 71条に規定される次の

事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 

①未成年者（婚姻若しくは営業許可を受けている者を除く。）、成年被後見人、被保佐人又

は被補助人並びに破産者で復権を得ない者 

 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て

いる場合は、これにあたらない。 

② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、契約担当官が３年以内の期間を定めて

一般競争入札に参加させないこととした者（これを代理人、支配人その他の使用人として

使用する者についてもまた同じ。） 

（ア）契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をしたとき 

（イ）公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るた

めに連合したとき 

（ウ）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき 

（エ）監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき 

（オ）正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき 

（カ）この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加できないこととされている

者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として

使用したとき 

（３） 平成 25・26・27 年度における「役務の提供等」の競争契約の参加資格（全省庁統一資

格）において、開札時までに関東・甲信越の「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」等級に格付けされて

いる者であること。 

     なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。 

（４） 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件業務の仕様の策定に直接関与

していない者であること。 

（５） 本件業務のための調査を請け負った者又はその関連会社でないこと（当該者が当該関

与によって競争上の不公正な利点を享受しない場合を除く。） 

（６） 本件入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和 22年法

律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な

競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。 

（７） 文部科学省から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８） 入札説明書の交付を受けた者であること。 

（９） 文部科学省が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出した者であること。 

（10）単独で本業務が担えない場合は、適正に業務を遂行できる共同事業体（当該業務を共同

して行うことを目的として複数の民間事業者により構成された組織をいう。以下同じ。）
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として参加することができる。その場合、入札書類提出時までに共同事業体を結成し、代

表者を定め、他の者は構成員として参加するものとする。また、共同事業体の構成員は、

上記（１）から（９）までの全ての資格を満たす必要があり、他の共同事業体の構成員と

なること又は単独で入札に参加することはできない。なお、共同事業体で入札に参加する

場合は、共同事業体結成に関する協定書又はこれに類する書類を作成すること。 

 

５．入札に参加する者の募集に関する事項 

（１）入札に係るスケジュール（予定） 

・入札公告         平成 27年 1月上旬頃 

・入札説明会        平成 27年 1月中旬頃 

・質問受付期限       平成 27年 1月下旬頃 

・提案書・入札書類提出期限 平成 27年 2月上旬頃 

・技術審査会        平成 27年 2月中旬頃 

・開札、落札予定者の決定  平成 27年 2月下旬頃 

・落札者の決定       平成 27年 3月上旬頃 

・契約締結         平成 27年 4月 

・事業開始         平成 27年 4月 

 

（２）入札の実施手続 

 イ）入札説明会後の質問受付 

入札公告以降、文部科学省において入札説明書の交付を受けた者は、本実施要項の内容や

入札に係る事項について、入札説明会後に、文部科学省に対して質問を行うことができる。

質問内容及び文部科学省からの回答は原則として入札説明書の交付を受けた全ての者に公

開することとする。 

ただし、民間事業者の権利や競争上の地位等を害するおそれがあると判断される場合には

質問者の意向を聴取した上で公開しないよう配慮する。 

 ロ）提出書類 

民間競争入札に参加する者は、次に掲げる書類を別に定める入札公告及び入札説明書に記

載された期日と方法により、文部科学省まで提出すること。 

 ①入札書 

入札金額（入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、契約期間内全ての本業務に対する経費総額の108分の100に相当する金額）

を記した書類 

 ②委任状（代理による入札の場合） 

 ③提案書類（別紙様式８） 

総合評価のための業務運営の具体的な方法及びその質の確保の方法等に関する書類 

 ④資格審査決定通知書 

平成 25・26・27 年度における「役務の提供等」の競争契約の参加資格（全省庁統一資格）

において、関東・甲信越の「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であることを証

明する審査結果通知書の写し。 

 ⑤参考見積書 

当該業務を実施する上で標準的に要する経費の見積書及び見積内訳書 

 ⑥暴力団排除に関する書類 
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法第 15 条において準用する法第 10条に規定する欠格事由のうち、暴力団排除に関する規

定について評価するために必要な書類及び誓約書 

   

６．落札者を決定するための評価の基準その他の落札者の決定に関する事項 

 対象公共サービスを実施する者（以下「落札者」という。）の決定は、総合評価落札方式に

よるものとする。なお、評価は文部科学省内に設置する技術審査会において行う。 

（１）落札者を決定するための評価の基準 

イ）技術点（得点配分 100 点） 

 技術評価は、提出された提案書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿った実行可能なもので

あるか（必須項目審査）、また、効果的なものであるか（加点項目審査）について行い、必

須項目審査の得点（以下「基礎点」という。）と加点項目審査の得点（以下「加点」という。）

の合計点を技術点とする。各入札者の得点は、全ての評価者の得点の平均点（小数点第３位

以下切捨て）とする。 

 ①基礎点（50点） 

「表１ 評価基準」の必須項目について審査を行い、その全てを満たしている提案には基

礎点 50 点を与え、その一つでも満たしていない場合は不合格とする。 

 ②加点（50 点） 

必須項目の審査で合格になった入札者に対して、「表１ 評価基準」上の「加点」の項目

について審査を行う。審査の結果、特に効果的な実施が期待される提案について、同表の

基準により加点する。具体的には、評価者は、加点項目ごとに入札参加者の提案書の内容

を「表１ 審査基準」により評価し、各入札参加者に対して「表２ 加点付与基準」に応

じた得点０点から 10 点までを付与する。 

 

表１ 評価基準 

加点評価項目（要求要件） ＊：必須事項、・：加点項目 基礎点 加 点 

１．調査業務の実施方針 25 25 

 1-1.調査内容の妥当性、独創性 10 10 

＊ 1-1-1.実施要項記載の事業内容について全て提案されているか。 5  

・ 1-1-2.実施要項等に示した内容以外の独自の提案があり、その提案内容は優れているもの

か。 

 10 

＊ 1-1-3.偏った調査内容となっていないか。 5  

1-2.調査方法の妥当性、独創性 10 10 

＊ 1-2-1.事業趣旨・目的・内容を正しく理解しており、調査の抽出・分析方法が妥当なもの

となっているか。 

5  

・ 1-2-2.分析手法に業務成果を高めるための工夫があるか。  10 

＊ 1-2-3.調査項目・調査手法が具体的かつ明確であるか。 5  

1-3.作業計画の妥当性、効率性 5 5 

＊ 1-3-1.作業計画の日程・手順等に無理が無く、事業趣旨・目的・内容に沿った実現性があ

るか。 

5  

・ 1-3-2.作業の日程・手順等が効率的なものとなっているか。  5 
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２．組織の体制 15 15 

 2-1.組織の調査業務に関する経験  5 

・ 2-1-1.業務に関する有益な経験又はノウハウ（研究課題の公募、専門家を委員とする審査

委員会や評価委員会の設置・運営、研究プログラムマネジメント、経費の執行監査に関す

る業務のうち、全部又はいずれか）を有し、それを発揮して業務を実施できる組織体制が

構築されているか。 

 5 

2-2.組織の調査実施能力 15 5 

＊ 2-2-1.業務計画通り、事業が遂行可能となる人員が確保されているか。 10  

・ 2-2-2.幅広い知見・人材ネットワーク・優れた情報収集能力を発揮して業務を実施できる

組織体制を有しているか。 

 5 

＊ 2-2-3.業務を実施する上で適切な財政基盤、経理能力を有しているか。 5  

2-3.調査業務に当たってのバックアップ体制  5 

 2-3-1.円滑な業務実施のための人員補助体制が組まれているか。（緊急時の対応含む。）  5 

３．業務従事予定者の経験・能力 10 10 

 3-1.業務従事予定者の調査業務に関する経験  5 

・ 3-1-1.業務に関する有益な経験又はノウハウ（研究課題の公募、専門家を委員とする審査

委員会や評価委員会の設置・運営研究プログラムマネジメント、経費の執行監査に関する

業務のうち、全部又はいずれか）を有しているか。 

 5 

3-2.業務従事予定者の調査内容に関する専門知識・適格性 10 5 

＊ 3-2-1.調査内容に関する知識・知見を有しているか。 10  

・ 3-2-2.調査内容に関する有益な人的ネットワークを有しているか。  5 

合計 50 50 

注 価格点：技術点＝50 点：100 点（１：２） 

 

表２ 加点付与基準 

評価内容 得点 

大変優れている（期待される要求以上である） 5 

優れている 3 

やや優れている 1 

記載なし、又は期待できない 0 

      ※加点が 10点の項目については、2倍した数値を得点とする。 

 

ロ）入札価格点（得点配分 50点） 

 入札価格に対する評価点については以下の計算方法により、入札参加者が提示した入札価

格に応じて得点が計算される。入札価格点については、小数点第３位以下を切り捨てるもの

とする。なお、入札価格に係る得点配分は 50 点とする。 

入札価格点＝価格点の配分×（１－入札価格÷予定価格） 

 

（２）落札者の決定 

イ）上記４．の入札参加資格及び上記（１）イ）①の必須項目を全て満たし、入札価格が予
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定価格の制限の範囲内であり、かつ、技術点及び入札価格点の合計（総合評価点）が最も

高い者を落札予定者とする。 

ロ）必須項目を全て満たしている者のうち、予定価格の制限に達した入札金額の入札が無い

場合は、直ちに再度の入札を行う。 

ハ）落札予定者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合し

た履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが

公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき

は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち総合評価点の最も高い

者を落札者とすることがある。 

ニ）落札予定者となるべき者が２者以上あるときには、くじによって落札予定者を決定する。

また、当該入札者のうち開札当日に出席しない者又はくじを引かない者があるときは、こ

れに代わって入札執行事務に関係のない文部科学省の職員がくじを引き落札者を決定する

ものとする。 

ホ）落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消

すものとする。 

ヘ）契約の締結は、本業務に係る予算が成立することを前提条件とする。 

ト）文部科学省は、落札者が決定したときは、遅滞なく、落札者の氏名又は名称、落札金額、

落札者の総合評価点等について公表するものとする。 

 

（３）落札者が決定しなかった場合の措置 

 文部科学省は、初回の入札において入札参加者が無かった場合、必須項目を全て満たす入札

参加者が無かった場合又は再度の入札を行ってもなお落札者が決定しなかった場合は、原則と

して、入札条件を見直し、再度入札公告に付することとする。 

 再度の入札公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は再度の入札公告によ

ると本業務の実施の準備に必要な期間を確保することができない等のやむを得ない事情があ

る場合には、入札対象事業を自ら実施すること等ができる。この場合において、文部科学省は

その理由を公表するとともに、官民競争入札等監理委員会（以下「監理委員会」という。）に

報告する。 

 

７．入札対象事業に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 

 対象業務に関して、以下の情報については「従来の実施状況に関する情報の開示」（別添１）

のとおり開示する。 

 ①従来の実施に要した経費 

 ②従来の実施に要した人員 

 ③従来の実施における公募説明会の出席者数等 

 ④従来の実施における公募事業の応募・採択件数 

 ⑤従来の実施における審査委員会等の開催回数・委員数 

 ⑥従来の実施における PD・PO、審査委員等 

 ⑦進捗管理等を行う対象となる課題件数 

 ⑧従来の実施に要した施設及び設備 

 ⑨従来の実施における目的の達成の程度 
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 ⑩従来の実施方法等 

 

８．民間事業者が文部科学省に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その

他本業務の適正かつ確実な実施の確保のために民間事業者が講ずべき事項 

（１）民間事業者が報告すべき事項 

 ①報告等 

  a.実施状況の報告等 

民間事業者は、契約締結の日から起算して 10 日以内に本業務の実施に係る年間業務計

画を作成し、文部科学省に提出した上で、この計画の進捗状況等を毎月１回、翌月中に別

紙様式５及び６により文部科学省へ報告する。具体的な報告日については翌月冒頭に文科

省と調整して決定する。 

  b.各種書類の提出 

民間事業者は、契約書、委託要領の規定に従い必要書類を文部科学省に提出すること。 

また、このほか、上記２．（１）ロ）に示す本業務の内容において求められる書類につ

いては、別添３に示す期限・期間までに提出すること。 

 ②調査 

 文部科学省は、本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるとき

は、法第 26 条第１項に基づき、民間事業者に対して、必要な報告を求め、又は事務所等

に立ち入り、本業務の実施の状況若しくはその帳票、書類その他の物件を検査し、若しく

は関係者に質問することができる。 

立入検査をする文部科学省の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第 26 条第１

項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携

行し、関係者に提示するものとする。 

 ③指示 

文部科学省は、本業務を適正かつ的確に実施させるために必要があると認めるときは、

民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

なお、上記によらず、業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、指示を行う

ことができるものとする。 

 

（２）秘密を適正に取り扱うために必要な措置 

 民間事業者は、本業務に関して文部科学省が開示した情報等（公知の事実等を除く。）及び

業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏えいしてはならないものとし、そのための

必要な措置を講ずること。民間事業者（その者が法人である場合にあっては、その役員）若し

くはその職員、その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を

漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第

54 条により罰則の適用がある。 

 

（３）契約に基づき民間事業者が講ずべき措置 

イ）業務の開始及び中止又は廃止 

民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなけ

ればならない。また、やむを得ない事由により、本業務を中止又は廃止しようとするとき
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は、あらかじめ、文部科学省の承認を受けなければならない。 

ロ）公正な取扱い 

  民間事業者は、本業務の実施に当たって、公募事業における応募機関及び採択課題実施

機関を具体的な理由なく区別してはならない。 

ハ）金品等の授受の禁止 

  民間事業者は、本業務において金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。 

ニ）宣伝行為の禁止 

 ①本業務の宣伝 

  民間事業者及び本業務に従事する者は、文部科学省や「研究開発推進事業等の実施に係

る調査分析業務（研究プロジェクトの実施に係る調査・分析業務）」の名称やその一部を

用い、本業務以外の自ら行う業務の宣伝に利用すること（一般的な会社案内資料において

列挙される事業内容や受注業務の１つとして事実のみ簡潔に記載する場合等を除く。）及

び当該自ら行う業務が「研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務（研究プロジェク

トの実施に係る調査・分析業務）」の一部であるかのように誤認させるおそれのある行為

をしてはならない。 

 ②自らが行う事業の宣伝 

  民間事業者は、本業務の実施に当たって、自らが行う事業の宣伝を行ってはならない。 

ホ）法令の遵守 

民間事業者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはなら

ない。 

ヘ）安全衛生 

 民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者

を定め、関係法令に従って行わなければならない。 

ト）権利義務の帰属等 

 ①印刷物の制作上で発生した著作権及び電子データ等の所有権は文部科学省に帰属する。 

 ②民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、文部科学省

の承認を受けなければならない。 

チ）契約によらない自らの事業の禁止 

 民間事業者は、本業務を実施するに当たり、文部科学省の許可を得ること無く自ら行う事

業又は文部科学省以外の者との契約（文部科学省との契約に基づく事業を除く。）に基づき

実施する事業を行ってはならない。 

リ）再委託の取扱い 

①民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。 

②民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、原則と

して、あらかじめ提案書において、再委託に関する事項（再委託先の住所・名称・再委託

先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能

力並びに報告徴収その他業務の方法）について記載しなければならない。 

③民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関

する事項を明らかにした上で文部科学省の承認を受けなければならない。 

④上記②及び③により、民間事業者が再委託先に業務を実施させる場合は、すべて民間事業

者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責めに帰すべき事由については、民

- 22 -



 
 

間事業者の責めに帰すべき事由とみなして、民間事業者が責任を負うものとする。また、

再委託先については、民間事業者と同等の義務を負わせるものとする。 

ヌ）談合等の不正行為に係る違約金等 

①民間事業者は、本業務に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の 10パーセ

ントに相当する額を違約金として文部科学省が指定する期日までに支払わなければならな

い。 

a.民間事業者が独占禁止法第３条又は同法第 19条の規定に違反し、又は民間事業者が構成

員である事業者団体が同法第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、公正取引委

員会が民間事業者又は民間事業者が構成員である事業者団体に対して、同法第 49 条第１

項に規定する排除措置命令又は同法第 50 条第１項に規定する納付命令を行い、当該命令

又は同法第 66条第４項の審決が確定したとき。ただし、民間事業者が同法第 19条の規定

に違反した場合であって当該違反行為が同法第２条第９項の規定に基づく不公正な取引

方法（昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号）第６項に規定する不当廉売の場合など文部

科学省に金銭的損害が生じない行為として、民間事業者がこれを証明し、その証明を文部

科学省が認めたときは、この限りでない。 

b.公正取引委員会が、民間事業者に対して独占禁止法第７条の２第 18 項又は同法第 21 項

の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

c.民間事業者（民間事業者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）が刑法（明治

40 年法律第 45号）第 96条の３又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは独占禁止法第 95

条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

②前項の規定は、文部科学省に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、

文部科学省がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

③民間事業者は、本契約に関して、上記①の各号の一に該当することとなった場合は、速や

かに当該処分等に係る関係書類を文部科学省に提出しなければならない。 

ル）債権債務の譲渡の禁止 

民間事業者は、本業務の実施により生じる債権及び債務の全部又は一部を第三者に譲渡し

てはならない。ただし、これにより難い場合は、事前に文部科学省と協議のうえ、指示に

従わなければならない。 

ヲ）帳簿の記載等 

民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、本業務を終了

し、又は廃止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

ワ）秘密の保持 

民間事業者は、本業務の実施により知り得た事項の機密を保持しなければならない。ただ

し、文部科学省に書面による承諾を得た場合、若しくは当該機密が次の各号のいずれかに

該当する場合はこの限りではない。 

①知り得た際、既に公知となっている事項 

②知り得た後、民間事業者の責に帰すべき事由によらず刊行物その他により公知となった事

項 

③知り得た時点で、既に民間事業者が自ら所有していたことを書面で証明できる事項 

カ）個人情報の取扱い 

①民間事業者は、文部科学省から預託を受けた個人情報について、善良な管理者の注意をも
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って取扱う義務を負わなければならない。 

②民間事業者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に文部科学省の承認

を受けた場合は、この限りではない。 

a.文部科学省から預託を受けた個人情報を第三者（再委託する場合における再委託先を含

む。）に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。 

b.文部科学省から預託を受けた個人情報を本業務の目的の範囲を超えて使用、複製、又は

改変すること。 

③民間事業者は、文部科学省から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の

個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

④文部科学省は、必要があると認めるときは、職員又は文部科学省の指定する者に民間事業

者の事務所及びその他の業務実施場所等において、文部科学省が預託した個人情報の管理

が適切に行われているか等について調査をさせ、民間事業者に対して必要な指示をするこ

とができる。 

⑤民間事業者は、文部科学省から預託を受けた個人情報を本業務の完了後、廃止又は解除を

した後に速やかに文部科学省に返還しなければならない。ただし、文部科学省が別に指示

したときは、その指示によるものとする。 

⑥民間事業者は、文部科学省から預託を受けた個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他

違反等が発生したときは、文部科学省に速やかに報告し、その指示に従わなければならな

い。 

⑦上記①及び②の規定については、本業務の完了、廃止又は解除をした後であっても効力を

有するものとする。 

ヨ）属性要件に基づく契約解除 

文部科学省は、民間事業者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を

要せず、本契約を解除することができる。 

①法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体

である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号

に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。）であるとき 

②役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい

るとき 

⑤役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

タ）行為要件に基づく契約解除 

文部科学省は、民間事業者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をし

た場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

①暴力的な要求行為 
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②法的な責任を超えた不当な要求行為 

③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

④偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為 

⑤その他前各号に準ずる行為 

レ）下請負契約等に関する契約解除 

①民間事業者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当

該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなけれ

ばならない。 

②文部科学省は、民間事業者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若

しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して

当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための

措置を講じないときは、本契約を解除することができる。  

ソ）契約解除時の取扱い 

①文部科学省は、上記ヨ）からレ）の規定により本契約を解除した場合は、これにより民間

事業者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

②民間事業者は、文部科学省が上記ヨ）からレ）の規定により本契約を解除した場合におい

ては、契約金額の 10分の１に相当する額を違約金として文部科学省が指定する期間内に支

払わなければならない。 

③前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、文部科学省は、当該契約

保証金をもって違約金に充当することができる。 

④民間事業者は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、文部科学省に損害を与

えた場合は、文部科学省に対し、一切の損害を賠償するものとする。この損害には、文部

科学省が民間事業者に対し履行を求める一切の費用、国民等からの不服申立て等が提起さ

れた場合において文部科学省が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びにこ

れらのために要する訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。なお、文部科学省か

ら民間事業者に損害賠償を請求する場合において、原因を同じくする支払済みの違約金が

ある場合には、当該違約金は原因を同じくする損害賠償について、支払済額とみなす。 

⑤文部科学省は民間事業者が上記②及び④の規定による金額を国の指定する期日までに支

払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、

年 100 分の５の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。 

ツ）契約内容の変更 

文部科学省及び民間事業者は、本業務を改善するため、又は経済情勢の変動、天災地変の

発生、関係法令の制定若しくは改廃、その他契約の締結の際、予測できなかった著しい変

更が生じたことにより本業務の実施が不適当と認められる場合は、協議の上、法第 21 条の

手続を経て契約の内容を変更することができるものとする。 

 

ネ）契約の解釈 

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と文部科学省が協議

するものとする。 

 

９．本業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合における損害賠償に関して民間事業
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者が負うべき責任 

本契約を履行するに当たり、民間事業者又はその職員その他の本業務に従事する者が、故意

又は過失により、第三者に損害を加えた場合における、当該損害に対する賠償等については、

次に定めるところによるものとする。 

（１）文部科学省が国家賠償法（昭和 22 年法律第 125 号）第１条第１項等に基づき当該第三

者に対する賠償を行ったときは、文部科学省は民間事業者に対し、当該第三者に支払った

損害賠償額（当該損害の発生について文部科学省の責めに帰すべき理由が存する場合は、

文部科学省が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。）について求償すること

ができる。 

（２）民間事業者が民法（明治 29 年法律第 89号）第 709 条等に基づき当該第三者に対する賠

償を行った場合であって、当該損害の発生について文部科学省の責めに帰すべき理由が存

するときは、民間事業者は文部科学省に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自

ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。 

 

10．対象公共サービスの評価に関する事項 

（１）実施状況に関する調査の時期 

文部科学省は内閣総理大臣が行う評価の時期（平成 28年 6月を予定）を踏まえ、当該業

務の実施状況については、平成 28年 3月 31 日時点における状況を調査するものとする。 

（２）調査の実施方法 

文部科学省は、従来の実績や事業開始時点における達成目標値と民間事業者の実績を比較

することができるように、本業務の実施状況等の調査を行うものとする。 

（３）調査項目 

上記２．（２）対象公共サービスの実施に当たり確保されるべきサービスの質に記載され

ている事項ごとのその達成状況及び業務の実施状況について、調査を行うものとする。 

（４）意見聴取等 

文部科学省は、本業務の実施状況の調査を行うに当たり、民間事業者から直接意見の聴取

や実施状況に関する資料の提供等を求めることができるものとし、民間事業者はその求め

に協力しなければならない。 

 

（５）実施状況等の提出 

  文部科学省は、本業務の実施状況等について、（１）の評価を行うために平成 28年５月を

目途に内閣総理大臣及び監理委員会へ提出するものとする。なお、文部科学省は、本業務

の実施状況等を提出するに当たり、外部有識者の意見を聴くものとする。 

 

11．その他本業務の実施に際し必要な事項 

（１）対象公共サービスの実施状況等の監理委員会への報告 

文部科学省は、民間事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、業務終

了後に監理委員会へ報告するとともに、法第 26条及び第 27条に基づく報告徴収、立入検

査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委

員会へ報告することとする。 
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（２）文部科学省の監督体制 

本業務に係る監督は、支出負担行為担当官が自ら又は補助者を命じて、立会い、指示その

他の適切な方法において行うものとする。 

 

（３）主な民間事業者の責務 

①法第 25条第 2項の規定により、本業務に従事する者は、刑法（明治 40年法律第 45号）

その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。 

②法第 54条の規定により、本業務の実施に関し知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、

１年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処される。 

③法第 55条の規定により、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者、ある

いは指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処される。 

④法第 56条の規定により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従

業者が、その法人又は人の業務に関し、法第 55条の違反行為をしたときは、行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対して同条の刑が科される。 

⑤会計検査について民間事業者は、会計検査院法（昭和 22 年法律第 73 条）第 23 条第１

項第７ 号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第

25 条及び第 26 条により、同院の実地の検査を受け、又は同院から直接又は文部科学省に

通じて、資料又は報告等の提出を求められ、若しくは質問を受ける場合がある。 
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